














18 宮床ポンプ場

1 館山配水池

3 袋橋水管橋

17 ひよ り 台ポンプ場

2 富谷NT浄水場

19 町下ポンプ場

16 清水沢浄水場

15 湯船沢配水場

4 と ちの木ポンプ場

5 あけの平ポンプ場

12 石積ポンプ場

13 明石ポンプ場

7 鷹乃杜浄水場

14 鷹乃杜上水道導水管施設

11 富谷第２ 配水池

10 富谷配水池

6 新田ポンプ場

9 富ケ丘第２ 高架タ ンク 8 富ケ丘浄水場取水井

令和７ 年度 水道施設除草業務委託 位置図

20 (新)明石台ポンプ場

21 (旧)明石台ポンプ場

22 富ケ丘下水道用地



除草運搬共 除草運搬共

上水

1 館山配水池 3,632 3,632 7,264

2 富谷NT浄水場 234 234 468

3 袋橋水管橋 342 342 684

4 とちの木ポンプ場 146 146 292

5 あけの平ポンプ場 129 129 258

6 新田ポンプ場 135 135 270

7 鷹乃杜浄水場 256 256 512

8 富ヶ丘浄水場取水井 7 7 14

9 富ヶ丘第２高架タンク 62 62 124

10 富谷配水池 2,846 2,846 5,692

11 富谷第２配水池 2,590 2,590 5,180

12 石積ポンプ場 51 51 102

13 明石ポンプ場 74 74 148

14 鷹乃杜上水道導水管施設 162 162 324

15 湯船沢配水場 768 768 1,536

16 清水沢浄水場 276 276 552

17 ひより台ポンプ場 181 181 362

18 宮床送水ポンプ場 2,474 2,474 4,948

19 町下ポンプ場 36 36 72

14,401 14,401 28,802

下水

20 (新)明石台ポンプ場 725 725 1,450

21 (旧)明石台ポンプ場 351 351 702

22 富ケ丘下水道用地 118 118 236

1,194 1,194 2,388

15,595 15,595 31,190

15,590 15,590 31,180

6.00t 6.00t 12.00t

二回目 合　計

小　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計　（上水+下水）

改　　　　　め

草処分量 一回目

令和7年度　水道施設除草業務

Ｎｏ． 施　　　　　　工　　　　　　箇　　　　　　所
一回目 二回目

合       計 備　　　　　考



令和７ 年度 水道施設除草業務委託 

特記仕様書 

 

第１ 章  総   則 

 

第１  本仕様書は、令和７ 年度 水道施設除草業務委託を施行する ために必要な作業法方

法等を定める も のである 。  

 

第２  こ の業務は、 本仕様書によ る ほか関係法規等に準拠し 実施する も のと する 。  

   なお、 本仕様書及び関係法令に明示のない事項など 議事が生じ た事項は、 発注者

（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 、 受注者（ 以下「 乙」 と いう 。 ） が協議し て定める こ と

と する 。  

 

第３  乙は、 甲と 業務着手前に十分な打ち合わせを行い、 関係書類を提出し 、 その内容

を説明し 、 甲の承認を受ける も のと する 。  

   ま た、 業務施工中の進捗状況を随時甲に報告し 、 担当者の指示を受ける こ と 。  

 

第４  こ の業務に伴って必要と なる 関係機関への諸手続は、 甲の承認を受けた後、 乙の

責任において実施する のも と する 。  

 

第５  乙は、 こ の業務中に業務に起因し て生じ た諸事故について責任を負い、 乙におい

て一切を処理する こ と 。  

 

第２ 章  施   工 

 

第６  施工時期については、 ５ 月中旬から １ ０ 月中旬を標準と する が、 現場の繁茂状況

によ り 変更し 甲から 乙へ指示する も のと する 。  

 

第７  乙は、 業務に先立って現地調査を実施し 、 設計内容を十分に把握する こ と 。  

 

第８  乙は、 施工時期及び施工順位について監督員と 打合せの上、 工程表を作成し 承認

を受ける も のと する 。  

 

第９  乙は、 業務で発生し た雑木については、 宮城県森林組合ウ ッ ド リ サイ ク ルセンタ

ー地内に運搬し 、 置き 場が煩雑になら ないよ う 十分注意する こ と 。 （ 別途協議）  

  ま た、 刈取り 草については、 仙台市松森工場に運搬する こ と 。  

 

第１ ０  除草し た草は刈り 取り 後、 速やかに集草し 指定さ れた箇所に運搬する こ と 。  

   除草刈放し は、 除草し た草を現場状況確認の上、 道路交通、 排水等の支障のない

箇所に集草する こ と 。  



事務所名

備　　考

 (１) 関連工事による施工時期の調整

 (２) 施工時期による制限

 (３) 関係機関等との協議の未成立

 (４) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加

 (１) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限

 (１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性

（２）建設発生土情報交換システム登録対象工事

処理・処分 処理・処分する場所 処理・処分方法

時 分 ～

時 分

 (３) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ～

建設副産物 時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

時 分 ～

時 分

（１）生コンクリート

（２）宮城県グリーン製品の利用 １.暗渠排水管，汚泥醗酵肥料，植生基盤材等，及び視線誘導標は，宮城県グリーン製品を用いること。

　「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。 ２．盛土材,埋め戻し材

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）現場吹付法枠工

（１）舗装の下請制限について

（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における

工事費内訳調査」の対象の有無

（３）三者会議の対象の有無

（４）貸与資料の有無

－　特　記　仕　様　書　－   
　施　工　条　件　明　示　書
工事番号 工事名 令和7年度　水道施設除草業務委託 富谷市水道事業

項　　　　　　　　目 条　　件 内　　　　　　　容 施　工　方　法

１　共通仕様書の適用 本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

２　工程関係

３　公害対策関係

４　安全対策関係

 (１) 交通安全施設等の指定

施工方法、作業時間の制限

５　排水工関係

 (２) 占用埋設物との近接工事による

６　建設副産物対策関係

 (１) 共通事項 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は，監督職員と協
議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。

土量，土質，土工期等に変更が生じた都度，当該システムのデータ更新を行うこと。
（搬出量で1,000m3以上，搬入量で500m3以上）

距　離 制　限　時　間

km

コンクリ ート塊

km

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議するこ
と。

アスファルト塊 km

km

建設発生木材
宮城県黒川郡大和町落合松坂銅山36
－17
宮城県森林組合ｳｯﾄﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

枝葉根破砕処理場 17

仙台市泉区松森字城前１３５
仙台市環境局施設部松森工場

刈草処理場 15

km

建設汚泥

km

 (４) 再生材の利用

その他

７　工事現場のイメージアップ 内容　　　

イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。

土木工事共通特記仕様書第３編１－１－８によること。

９　標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１３によること。

１０　資材関係

８　品質証明

生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製
品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

必須

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

１１　その他

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。

本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に
必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者（当該下請工事の
一部に係る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。

本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現
場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない



備　　考

 (１) 追加 交通誘導員について

 (２) 追加 交通誘導員使用人数について

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

 (１) 追加

 (２) 追加

 (３) 追加

 (４) 追加

 (５) 追加

　特　記　事　項
項　　　　　　　　目 内　　　　　　　容 施　工　方　法

 １　追加事項１

交通誘導員8人計上しています。

交通誘導員の使用人数については、協議の上、精算します。

 ２　追加事項２

 ３　追加事項３

 ４　追加事項４

 ５　追加事項５

 ６　追加事項６

 ７　追加事項７

 ８　追加事項８

 ９　追加事項９


